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■　

歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
に
加

２０
入
し
ま
し
ょ
う

　

国
民
年
金
は
、
老
後
や
不
慮
の
事

故
の
際
に
お
互
い
に
助
け
合
う
制
度

で
、
国
内
に
住
ん
で
い
る　

〜　

歳

２０

６０

の
す
べ
て
の
方
が
加
入
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。　

歳
に
な
る
前
月
に

２０

加
入
の
ご
案
内
が
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
必
ず
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
国
民
年
金
に
加
入
す
べ
き
方
に

年
金
手
帳
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

納
付
状
況
な
ど
、
年
金
に
関
す
る
す

べ
て
を
こ
の
手
帳
と
基
礎
年
金
番
号

で
管
理
し
ま
す
。
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
学
生
の
納
付
特
例
制
度
〜
申
請
は

毎
年
度
必
要
で
す

　

学
校
法
人
な
ど
の
学
生
は
、
本
人

の
前
年
所
得
が　

万
円
以
下
の
場

１１８

合
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ
れ
ば
保
険

料
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
こ
の
申

請
は
毎
年
度
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。

▼
申
請
免
除
制
度

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
難
し

い
と
き
に
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
世

帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
の
所
得
状
況

な
ど
に
応
じ
て
、
申
請
し
て
承
認
さ

れ
れ
ば
保
険
料
の
全
額
ま
た
は
一
部

が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▼
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　
　

歳
未
満
の
本
人
お
よ
び
配
偶
者

３０
の
所
得
が
全
額
免
除
基
準
以
下
の
場

合
、
同
居
し
て
い
る
世
帯
主
の
所
得

に
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
し
て
承
認
さ

れ
れ
ば
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま

す
。

▼　

歳
前
か
ら
障
害
の
あ
る
方
は
障

２０
害
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
ま
す

　
　

歳
前
に
初
診
日
が
あ
る
病
気
や

２０
け
が
が
原
因
で
障
害
の
あ
る
方
は
、

一
定
の
基
準
に
よ
り　

歳
か
ら
障
害

２０

基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を

（
保
険
年
金
課
年
金
係
）

■
国
民
年
金
保
険
料
は
前
納
が
お
得

　

保
険
料
を
あ
ら
か
じ
め
６
カ
月
、

１
年
分
単
位
で
納
め
る
と
割
り
引
き

さ
れ
る
「
前
納
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

▼
便
利
で
お
得
な
口
座
振
替
を

　

口
座
振
替
で
６
カ
月
・
１
年
前
納

を
す
る
と
現
金
納
付
よ
り
割
り
引
き

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
毎
月
納
付

を
、「
翌
月
末
引
き
落
と
し
」
か
ら

「
当
月
末
引
き
落
と
し
」
に
変
更
す

る
と
、
１
カ
月
当
た
り　

円
の
割
り

５０

引
き
に
な
り
ま
す
。
詳
細
は
問
い
合

わ
せ
を
。

　
（
立
川
社
会
保
険
事
務
所
�　

・　
０４２
５２３

・
０
３
５
７
、市
保
険
年
金
課
年
金
係
）

■
平
成　

年
４
月
か
ら
後
期
高
齢
者

２１

医
療
保
険
料
・
国
民
健
康
保
険
税
の

年
金
天
引
き
を
原
則
ど
な
た
で
も
口

座
振
替
払
い
に
変
更
出
来
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
や
国
民

健
康
保
険
税
が
年
金
天
引
き
さ
れ
て

い
る
方
が
口
座
振
替
払
い
を
希
望
す

る
場
合
、
原
則
ど
な
た
で
も
口
座
振

替
払
い
に
変
更
す
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。
届
け
出
は
随
時
受
け
付
け
て
い

ま
す
が
、
４
月
分
の
年
金
天
引
き
を

口
座
振
替
払
い
に
す
る
場
合
は
、
１

月　

日
�
ま
で
に
保
険
年
金
課
へ
※

２３
届
け
出
用
紙
な
ど
は
郵
送
す
る
こ
と

も
出
来
ま
す
。

▼
保
険
料
の
社
会
保
険
料
控
除

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
や
国
民

健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
保
険
料

・
保
険
税
を
支
払
っ
た
方
が
所
得
税
・

住
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

税
の
申
告
を
行
う
こ
と
が
出
来
ま

す
。
た
だ
し
、
年
金
天
引
き
さ
れ
て

い
る
保
険
料
・
保
険
税
に
つ
い
て
は
、

天
引
き
さ
れ
て
い
る
方
の
控
除
と
な

り
ま
す
の
で
扶
養
者
の
社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
の
申
告
は
出
来
ま
せ

ん
。
扶
養
者
の
社
会
保
険
料
控
除
と

す
る
場
合
は
、
被
扶
養
者
の
保
険
料

を
扶
養
者
の
口
座
振
替
払
い
と
す
る

表３　一部負担金の割合判定基準（平成２０年８月１日から）

自己負担割合所得区分平成２０年度　住民税課税標準額

１割一　般
１４５万円未満の後期高齢者医療
被保険者

３割
一定以上
所得者

１４５万円以上の後期高齢者医療
被保険者および同じ世帯の後期
高齢者医療被保険者

７５歳到達月のみの自己負担限度額の特例（平成２１年１月から）

入院時の食事代
（１食あたり）

自己負担限度額（月額）
所得区分

負担
割合 入院＋外来

（世帯単位）
入院＋外来
（個人単位）

外　来
（個人単位）

２６０円

８０，１００円＋（医療費が２６７， 
０００円を超えた場合、超え
た額の１％を加算）※注３

４０，０５０円 ＋（医 療 費 が
１３３，５００円を超えた場合、超
えた額の１％を加算）※注６

２２，２００円
一定以上所得者

※注２
３割
※注１

４４，４００円２２，２００円 ６，０００円一　般

１割

２１０円
過去１年の入院期間が９０
日以下

２４，６００円１２，３００円
 ４，０００円

低所得Ⅱ
※注４住民税

非課税
世帯等

１６０円
過去１年の入院期間が９０
日超（確認書類が必要）

１００円１５，０００円 ７，５００円
低所得Ⅰ
※注５

※注１　後期高齢者医療被保険者証の負担割合に『自己負担限度額「一般」適用』の記載がある方は、所得区分「一般」の限度額が適用されます。
※注２　一定以上所得者とは、住民税課税標準額１４５万円以上の後期高齢者医療被保険者および同じ世帯の後期高齢者医療被保険者
※注３　過去１２カ月以内に４回以上後期高齢者医療で高額療養費の支給を受ける場合（多数該当）の４回目からの限度額は４４，４００円になります。
※注４　低所得Ⅱとは、世帯全員が住民税非課税の方
※注５　低所得Ⅰとは、世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯全員の所得が０円（年金収入の場合には８０万円以下）の方
※注６　過去１２カ月以内に４回以上後期高齢者医療で高額療養費の支給を受ける場合（多数該当）の４回目からの個人の限度額は２２，２００円になります。

�

こ
と
で
適
用
出
来
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
所
得
税
や
住
民
税
が
減
額
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
（
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係
・
保

険
税
係
）

■
自
己
負
担
限
度
額
の
特
例
（
国
民

健
康
保
険
分
）
に
つ
い
て

　

平
成　

年
１
月
以
降
、
月
の
途
中

２１

で　

歳
に
な
っ
た
方
（
１
日
生
ま
れ

７５
の
方
を
除
く
）
の
国
民
健
康
保
険
に

お
け
る
１
カ
月
の
自
己
負
担
限
度
額

が
、　

歳
に
な
っ
た
月
に
限
り
２
分

７５

の
１
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
被
用
者

保
険
の
被
保
険
者
や
国
民
健
康
保
険

組
合
の
組
合
員
等
が
、　

歳
到
達
に

７５

よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

被
扶
養
者
（
国
保
組
合
の
場
合
は
被

保
険
者
）
が
月
の
途
中
で
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
た
場
合
、
そ
の
方
の

自
己
負
担
限
度
額
も
、
加
入
し
た
月

に
限
り
２
分
の
１
と
な
り
ま
す
。
高

額
療
養
費
に
該
当
す
る
方
に
は
、
診

療
月
の
概
ね
３
カ
月
後
に
申
請
書
を

送
付
し
ま
す
。（保

険
年
金
課
給
付
係
）

 　

問
合
せ
先
…
保
険
年
金
課
高
齢
者

医
療
係

■
１
月
１
日
か
ら
３
割
負
担
の
方
の

判
定
基
準
が
一
部
変
更

　

医
療
機
関
で
窓
口
負
担
割
合
が
３

割
と
な
っ
て
い
る
方
の
う
ち
、次
の

要
件
に
該
当
す
る
方
は
、申
請
に
よ

り
１
割
に
変
更
出
来
ま
す
。

　

要
件
…
�
世
帯
に
後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者
が
１
人
の
み
�
そ
の

世
帯
に
、　

〜　

歳
の
方
が
い
る
場

７０

７４

合
、
�
と
�
の
方
の
平
成　

年
中
の

１９

収
入
額
の
合
計
が　

万
円
未
満
（
表

５２０

１
参
照
）
※
収
入
額
と
は
、
必
要
経

費
な
ど
を
差
し
引
く
前
の
金
額
で
所

得
額
と
は
異
な
り
ま
す
。
必
要
経
費

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
��
�
�
	

�
�
�
��
�
�
	

・
特
別
控
除
等
に
よ
り
所
得
が
０
ま

た
は
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
場
合
で
も
収

入
額
を
合
計
し
ま
す
（
例
…
生
命
保

険
の
満
期
金
、
個
人
年
金
等
は
掛
金

を
差
し
引
く
前
の
収
入
額
、
分
離
課

税
と
な
る
株
式
等
の
譲
渡
な
ど
は
、

譲
渡
に
よ
る
収
入
額
）。

　

手
続
き
…
�
前
記
の
要
件
に
該
当

す
る
方
は
、
収
入
額
の
分
か
る
書
類

（
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
市
内
在

２０

住
で
税
の
申
告
を
さ
れ
た
方
は
不

要
）、
認
印
を
持
参
し
、
保
険
年
金
課

へ
。
な
お
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

方
に
は
お
知
ら
せ
を
送
り
ま
し
た
。

該
当
す
る
方
で
、
ま
だ
届
い
て
い
な

い
方
は
ご
連
絡
を
�
現
在
『
３
割
※

自
己
負
担
限
度
額
「
一
般
」
適
用
』

の
保
険
証
を
お
持
ち
の
方
は
手
続
不

要
で
す
。

　

変
更
後
の
保
険
証
送
付
…
申
請
に

よ
り
該
当
し
た
方
は
、
申
請
月
の
翌

月
か
ら
１
割
に
変
更
に
な
り
ま
す
の

で
、
１
割
の
保
険
証
を
配
達
記
録
郵

便
で
送
り
ま
す
。
前
記
「
手
続
」
の

�
の
方
に
は
、
昨
年　

月
末
に
１
割

１２

の
保
険
証
を
配
達
記
録
郵
便
で
送
り

ま
し
た
。

■　

歳
に
な
っ
た
月
の
自
己
負
担
限

７５
度
額
の
特
例
に
つ
い
て

　

平
成　

年
１
月
以
降
、
月
の
途
中

２１

で　

歳
に
な
っ
た
方（
１
日
生
ま
れ
、

７５
障
害
認
定
の
方
は
除
く
）
の
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
１
カ
月
の

自
己
負
担
限
度
額
は
、　

歳
に
な
っ

７５

た
月
に
限
り
、
自
己
負
担
限
度
額
が

２
分
の
１
に
な
り
ま
す
（
表
２
参

照
）。

■
後
期
高
齢
者
医
療
の
対
象
者

　

�　

歳
以
上
の
方
�　

歳
以
上
で

７５

６５

身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
お
よ
び

４
級
の
一
部
（
問
い
合
わ
せ
を
）、
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
・
２
級

等
に
該
当
す
る
方
で
後
期
高
齢
者
医

療
の
障
害
認
定
を
受
け
た
方
※
障
害

認
定
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で

す
（
既
に
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
を
お
持
ち
の
方
は
不
要
）。
ま

た
、
次
の
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。
�
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

�
日
本
国
籍
で
な
い
方
で
、
在
留
資

格
が
な
い
、
ま
た
は
在
留
期
間
が
１

年
未
満
の
方
�
外
国
人
登
録
を
受
け

て
い
な
い
方
な
ど

▼
こ
れ
か
ら　

歳
に
な
る
方

７５

　
　

歳
に
な
る
方
は
、
誕
生
日
か
ら

７５
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
加
入

の
届
け
出
は
不
要
で
す
。
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
は

誕
生
日
の
前
日
ま
で
に
送
り
ま
す
。

※
社
会
保
険
な
ど
の
加
入
者
は
、
喪

失
の
届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

で
加
入
先
に
問
い
合
わ
せ
を
。

■
医
療
機
関
な
ど
を
受
診
す
る
と
き

　

保
険
証
を
忘
れ
ず
に
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。
医
療
を
受
け
た
と
き
は
、

か
か
っ
た
医
療
費
の
１
割
ま
た
は
３

割
の
一
部
負
担
金
を
支
払
い
ま
す
。

一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
８
月
１
日

を
基
準
日
と
し
て
、
平
成　

年
度
住

２０

民
税
課
税
標
準
額
に
よ
り
判
定
し
ま

す
（
表
３
参
照
）。
な
お
、
所
得
や
世

帯
構
成
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、

負
担
割
合
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

■
３
割
負
担
の
方
は
申
請
で
負
担
割

合
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

平
成　

年
中
の
収
入
額
の
合
計
が

１９

表
１「
変
更
後
」の
条
件
を
満
た
し
て

い
る
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
翌
月
か
ら
負

担
割
合
が
変
更
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す

（
表
１
参
照
）。
該

当
す
る
方
は
、
収
入

額
の
分
か
る
書
類

（
平
成　

年
１
月
１

２０

日
現
在
市
内
在
住
で

税
の
申
告
を
さ
れ
た

方
は
不
要
）、
認
印

を
持
参
し
、
保
険
年

金
課
へ

表２　７５歳の誕生月以外

入院時の食事代
（１食あたり）

自己負担限度額（月額）
所得区分

負担
割合 入院＋外来

（世帯単位）
外　来

（個人単位）

２６０円

８０，１００円 ＋（医 療 費 が
２６７，０００円を超えた場合、超
えた額の１％を加算）※注３

４４，４００円
一定以上所得者

※注２
３割
※注１

４４，４００円１２，０００円一　般

１割

２１０円過去１年の入院期間が９０日以下
２４，６００円

 ８，０００円

低所得Ⅱ
※注４住民税

非課税
世帯等

１６０円
過去１年の入院期間が９０日超
（確認書類が必要）

１００円１５，０００円
低所得Ⅰ
※注５

��� 　（平成２０年８月１日から）

申 請 し た 場 合 の
一部負担金の割合等

平成１９年中の
収入額の合計

世帯区分

１割３８３万円未満
同一世帯に後期高齢者医療被保
険者の方が１人のみ

１割
合算して
５２０万円未満

同一世帯に後期高齢者医療被保
険者の方が２人以上

※３割（自己
負担限度額は
「一般」適用）

合算して
５２０万円未満

同一世帯に後期高齢者医療
被保険者の方が１人の場合
で７０～７４歳の方がいる場合

��� （平成２１年１月１日から）

申請した場合の
一部負担金の割合

平成１９年中の
収入額の合計

世帯区分

１割３８３万円未満
同一世帯に後期高齢者医療被保
険者の方が１人のみ

１割
合算して

５２０万円未満
同一世帯に後期高齢者医療被保
険者の方が２人以上

※１割合算して
５２０万円未満

同一世帯に後期高齢者医療
被保険者の方が１人の場合
で７０～７４歳の方がいる場合

※変更になった点

�

表１ ＜後期高齢者医療＞収入額による一部負担金の割合判定基準


